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建築設計業務特記仕様書 

 

Ⅰ 業務概要   

１．業務名 

（１） （仮称）中央こども園改修工事基本設計業務委託 

（２） （仮称）中央こども園改修工事実施設計業務委託 

 

２．施設概要 

（１）施設名称 （仮称）中央こども園 

（２）敷地の場所 横須賀市小川町 20 番 

（３）施設の用途 幼保連携型認定こども園 

一時預かり事業 

地域子育て支援拠点事業 

ファミリー・サポート・センター事業 

病児・病後児保育事業 

研修室 

 

３．業務の目的 

本業務は、横須賀市子育て・教育環境整備基本構想に基づき、横須賀市職員厚生会館（事務

所建築物）を（仮称）中央こども園に改修するための設計を行うものである。 

 

４．設計与条件 

設計与条件については、別紙「（仮称）中央こども園施設整備概要」による。 

 

Ⅱ 業務仕様 

本特記仕様書（以下「特記仕様書」という。）に記載されていない事項は「建築設計業務委託共

通仕様書（横須賀市都市部）」による。 

 

１．特記仕様書の適用 

特記仕様書に記載された特記事項の中で、□印のついたものについては、■印のついたも

のを適用する。 

 

２．現場代理人等の資格要件 

現場代理人等の資格要件は次による。なお、受注者が個人である場合にあってはその者、

会社その他の法人である場合にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。 
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■ 建築士法による１級建築士 

□ 建築士法による建築設備士 

□ 社）日本建築積算協会が付与する建築積算資格者 

 

３．業務計画書 

業務計画書には、次の内容を記載する。 

（１）現場代理人等の氏名、生年月日、所属･役職、保有資格、実務経験、同種又は類

似の実績、手持業務の状況 

（２）各主任担当技術者の担当分野、氏名、生年月日、所属･役職、保有資格、実務経

験、同種又は類似の実績、手持業務の状況 

（３）担当技術者の分担業務分野、所属、氏名、年齢、保有資格、実務経験、同種又

は類似業務の実績 

（４）協力事務所の名称、代表者、所在地、分担業務分野、協力を受ける理由及び具

体的内容（協力者がある場合） 

（５）分担業務分野、具体的な業務内容、追加する理由及び主任担当技術者の氏名･

生年月日･所属･役職･保有資格･実務経験・業務の実績・手持業務の状況（建築、

構造、電気及び機械以外の分担業務がある場合） 

 

４．設計業務の内容及び範囲 

（１）一般業務の範囲 

ａ）基本設計 ■ 建築（意匠）基本設計 

■ 建築（構造）基本設計 

■ 電気設備基本設計 

■ 機械設備基本設計 

■ 外構整備基本設計（園庭を除く。） 

ｂ）実施設計 ■ 建築（意匠）実施設計 

■ 建築（構造）実施設計 

■ 電気設備実施設計 

■ 機械設備実施設計 

■ 外構整備実施設計（園庭を除く。） 

ｃ）計画通知に必要な図面作成 

（２）追加業務の内容と範囲 

ａ）基本設計 ■ 既存施設の現況詳細調査 

■ 工事概算金額算出 

■ 構造の安全性の検証 
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ｂ）実施設計 ■ 工事概算金額算出 

■ 建築積算業務（積算内訳書・積算数量算出書・単価作成資料の作

成、見積の徴収、見積検討資料の作成） 

■ 電気設備積算業務（積算内訳書・積算数量算出書・単価作成資料

の作成、見積の徴収、見積検討資料の作成） 

■ 機械設備積算業務（積算内訳書・積算数量算出書・単価作成資料

の作成、見積の徴収、見積検討資料の作成） 

 

５．業務の実施 

（１）一般事項 

ａ）基本設計業務は、提示された設計与条件及び適用基準等によって行う。 

ｂ）実施設計業務は、提示された設計与条件、基本設計図書及び適用基準等によって

行う。 

ｃ）積算業務は、監督員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準等によって行う。 

内訳書及び金額入り内訳書は監督員の指示による。 

なお、効率的な業務遂行を図るため、積算業務担当技術者は現場代理人との重複

を避けること。 

（２）打合せ及び記録 

打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、監督員に提出する。 

ａ）業務着手時 

ｂ）監督員又は管理技術者が必要と認めたとき 

ｃ）その他 

（３）適用基準等 

特記なき場合は、国土交通省大臣官房官庁営繕部が制定又は監修したものとし最新

のものを使用すること。 

 

ａ）共通 

■ 官庁施設の基本的性能基準        国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 

■ 官庁施設の総合耐震計画基準              〃 

■ 公共建築工事積算基準                 〃 

ｂ）建築 

■ 公共建築工事標準仕様書（建築工事編）  国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 

■ 公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）       〃 

■ 建築設計基準                     〃 

■ 建築構造設計基準                   〃 
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ｃ）建築積算 

■ 公共建築数量積算基準          国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 

■ 公共建築工事内訳書標準書式              〃 

ｄ）設備 

■ 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 

■ 公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）     〃 

■ 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）       〃 

■ 公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）     〃 

 

ｅ）設備積算 

■ 公共建築設備数量積算基準        国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 

■ 公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編）       〃 

 

（４）成果物の提出場所   横須賀市こども育成部保育課 

 

（５）成果物の取扱いについて 

提出された CAD データについては、当該施設に係る工事の請負業者に貸与し、当該工

事における施工図の作成、当該施設の完成図の作成及び完成後の維持管理に使用すること

がある。 

 

（６）貸与品等 

・既存設計図      意匠図、構造図 

・電子データ（参考）  配置図 

 

（７）作成図面概要 

ａ）基本設計（意匠） 

表紙・図面リスト、案内図・配置図、工事概要 

各階平面図（改修前・改修後）、立面図（改修前・改修後）、断面図（改修前・改修後） 

外構図（改修前・改修後） 

ｂ）実施設計（意匠） 

表紙・図面リスト、改修特記仕様書、案内図・配置図・工事概要、改修仕上表・工事区分 

既存各階平面図、改修計画各階平面図、断面図、矩計図、平面詳細図（改修前・改修後）

立面図（改修前・改修後）、展開図（改修前・改修後）、天井伏図（改修前・改修後） 

部分詳細図、建具表、外構平面図・詳細図（改修前・改修後）、仮設計画図（参考図） 

構造特記仕様書、構造平面・断面詳細図 
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ｃ）実施設計（電気設備） 

表紙・図面リスト、案内図・配置図・工事区分、電気設備改修特記仕様書 

受変電設備図、自家発電設備図、幹線・動力設備図（改修前・改修後） 

電灯・コンセント設備（改修前・改修後）、避雷設備図 

電話・テレビ・呼出設備図（改修前・改修後）、拡声・電気時計設備図（改修前・改修後） 

火災報知設備図（改修前・改修後）、非常照明・誘導灯設備図（改修前・改修後） 

昇降機設備図、情報配線用予備配管設備、機械警備用予備配管設備、各種系統図 

機器姿図 

ｄ）実施設計（機械設備） 

表紙・図面リスト、案内図・配置図、工事区分、機械設備改修特記仕様書 

空気調和設備機器表（改修前・改修後）、空気調和設備系統図（改修前・改修後） 

空気調和設備図（改修前・改修後）、給排水衛生設備機器・器具表（改修前・改修後） 

給排水衛生設備系統図（改修前・改修後）、給排水衛生設備図（改修前・改修後） 

ｅ）計画通知に必要な図面 

 

６．成果物、提出部数等 

本設計業務成果物提出物は■とする。 

（１）基本設計 

成果物 

 

提出 

 

原図 

 

白焼 

 

製本形態 

 

摘要 
（A1版以外は特

記） 

A、建築（意匠） 

・基本設計書 

 

 

■ 

 

2 部 

  

ファイリング 

 

 

Ａ2 

B、建築（構造） 

・基本設計書 

・構造検討書 

 

■ 

 

1 部 

  

ファイリング 

 

 

Ａ4 

C、電気設備 

・仕様書 

 

 

■ 

 

 

1 部 

  

ファイリング 

 

 

Ａ4 

D、機械設備 

・仕様書 

 

 

■ 

 

 

1 部 

  

ファイリング 

 

 

Ａ4 

Ｅ、外構整備 

・基本設計書 

 

 

■ 

 

 

2 部 

  

ファイリング 

 

 

Ａ2 

Ｆ、その他 

・建築工事概算金額積算書 
・機械設備工事概算金額積算書 

・電気設備工事概算金額積算書 

 

 

■ 

■ 

■ 

 

1 部 

1 部 

1 部 

 

 

 

ファイリング 

ファイリング 

ファイリング 

 

Ａ4 

Ａ4 

Ａ4 

（注）・成果物は、ファイリングは A4 サイズ１冊にまとめること。 

・原図において２部とされている設計書のうち、１部はファイリングせずに提出すること。 
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（２）実施設計 

成果物 
提

出 
原図 白焼 製本形態 

摘要 

（A1 版以外 

は特記） 

A、建築（意匠） 

・建築（意匠）設計図 

 

・計画通知に必要な図面 

 

 

■ 

 

■ 

 

2 部 

 

1 部 

 

1 部 

2 部 

 

黒表紙金文字製本 

縮小版製本 

 

A2 

A3 

A2 

B、建築（構造） 

・建築（構造）設計図 

 

・構造検討書 

 

 

■ 

 

■ 

 

2 部 

 

1 部 

 

1 部 

2 部 

 

 

黒表紙金文字製本 

縮小版製本 

ファイリング 

 

A2 

A3 

A4 

C、電気設備 

・電気設備設計図 

 

・電気設備設計計算書 

 

 

■ 

 

■ 

 

2 部 

 

1 部 

 

1 部 

2 部 

 

 

黒表紙金文字製本 

縮小版製本 

ファイリング 

 

A2 

A3 

A4 

D、機械設備工事 

・機械設備設計図 

 

・機械設備設計計算書 

 

 

■ 

 

■ 

 

2 部 

 

1 部 

 

1 部 

2 部 

 

 

黒表紙金文字製本 

縮小版製本 

ファイリング 

 

A2 

A3 

A4 

Ｅ、外構整備 

・外構整備設計図 

 

 

 

■ 

 

 

2 部 

 

 

 

1 部 

2 部 

 

黒表紙金文字製本 

縮小版製本 

 

A2 

A3 

Ｆ、その他 

建築 

・工事積算数量算出書･調書 

・工事費積算書 

電気設備 

・工事積算数量算出書・調書 

・工事費積算書 

機械設備 

・工事積算数量算出書・調書 

・工事費積算書 

 

 

 

■ 

■ 

 

■ 

■ 

 

■ 

■ 

 

 

1 部 

1 部 

 

1 部 

1 部 

 

1 部 

1 部 

 

 

 

 

 

 

ファイリング 

ファイリング 

 

ファイリング 

ファイリング 

 

ファイリング 

ファイリング 

 

 

A4 

A4 

 

A4 

A4 

 

A4 

A4 

（注）・黒表紙製本は原則として、物件毎に製本すること。 

・建築（意匠）、建築（構造）、建築（外構）はまとめて製本できる。 

・各設計図・計算書・積算関係書等については、収録した CD-R 等によりデータを提出するこ

と。データ形式については監督員の指示による。 

・原図において 2 部とされている設計図については、1 部は社名等を記載していないものを提

出すること。 


